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議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年２月１７日（木）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１０時４０分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 南野直司  副委員長 木村勝彦  委　　員 大澤千恵子

委　　員 三宅秀明  委　　員 上村高義  委　　員 山崎雅数

委　　員 原田　平 

議　　長 藤浦雅彦  副 議 長 森西　　正

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

総務部長　有山　泉　　　　同部次長兼財政課長　北野　人士

１．出席した議会事務局職員

事務局長　野杁雄三 同局局次長　藤井智哉 同局参事　池上　彰

同局主査　湯原正治 同局書記　寺前和恵

１．案件

・平成２３年第１回定例会審議日程及び議事日程について

－1－



（午前１０時　開会）

○南野直司委員長　ただ今から議会運営

委員会を開会いたします。

　本日の委員会記録署名委員は木村委員

を指名いたします。

　それでは、第１回定例会の提出議案に

ついて概略説明をお願いいたします。

　有山総務部長。

○有山総務部長　公務ご多忙の中、また、

寒さ厳しい日が続いております中、議会

運営委員会を開催頂きまして、ありがと

うございます。来る２２日から開催予定

の平成２３年第１回定例会におきまして、

予算案件１３件、条例案件１１件、人事

案件１件、その他２件の合計２７件の議

案提案を予定いたしたところでございま

す。案件の概要について説明をさせてい

ただきますのでよろしくお願い申し上げ

ます。

　まず、議案第１号から議案第８号まで

は、各会計の平成２３年度当初予算でご

ざいます。お手元に配布させていただい

ております資料に基づきまして説明させ

ていただきます。

　議案第１号は、平成２３年度摂津市一

般会計予算でございますが、歳入歳出総

額は当初予算額３２４億９，０９１万６，

０００円となり、平成２２年度当初予算

額３１９億６，５６８万２，０００円と

比べまして、５億２，５２３万４，００

０円、１．６％の増となっております。

次ページの一般会計予算総括表で歳入の

前年度比較、歳出で款別及び性質別で前

年度比較をしておりますので、併せてご

参照願います。

　次に、各特別会計の当初予算でござい

ます。表の中段以降に記載しております

議案第２号、平成２３年度摂津市水道事

業会計予算では、収益的収入は２２億１，

６８１万５，０００円となり、対前年度

２億７，７３０万円、１１．１％の減と

なります。次に収益的支出は１９億３，

９１６万２，０００円で、対前年度１億

７，５２９万５，０００円、８．３％の

減となっております。

　次に資本的収入は３，０９０万円とな

り、前年度と比較しまして５億円、９４．

２％の減となっております。一方、資本

的支出では６億５，７７８万８，０００

円となり、５億９，１１６万４，０００

円、４７．３％の減となっております。

　その結果、それぞれの収入合計（１）

プラス（３）では２２億４，７７１万５，

０００円となり、対前年度７億７，７３

０万円、２５．７％の減となっておりま

す。その下段の支出合計（２）プラス

（４）のＣ欄では２５億９，６９５万円

となり、対前年度７億６，６４５万９，

０００円、２２．８％の減となっており

ます。

　続きまして、上から３段目の議案第３

号、平成２３年度摂津市国民健康保険特

別会計予算の当初予算額は、１００億６，

６４８万７，０００円であり、対前年度

比では１億９，９２２万８，０００円、

２．０％の増となっております。

　次の、平成２３年度摂津市老人保健医

療特別会計予算では、平成１９年度後期

高齢者医療制度の創設により３年間の経

過措置の期間が経過することから特別会

計が廃止さております。

　続きまして、議案第４号、平成２３年

度摂津市財産区財産特別会計予算では、

当初予算１５億５，２１３万３，０００

円は、対前年度比１，８６７万２，００

０円、１．２％の増の予算となっており

ます。

　議案第５号、平成２３年度摂津市公共

下水道事業特別会計予算では、当初予算

額５８億６，５１４万７，０００円とな
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り、対前年度比１億６，１３９万２，０

００円、２．８％増となっております。

　議案第６号、平成２３年度摂津市パー

トタイマー等退職金共済特別会計予算で

は、当初予算額２，６７２万８，０００

円となっており、１１０万４，０００円、

４．０％減となっております。

　次の議案第７号、平成２３年度摂津市

介護保険特別会計予算では、当初予算額

３９億１，０１３万３，０００円となり、

対前年度比１億３，６９１万６，０００

円３．６％の増となっております。

　議案第８号は、平成２３年度摂津市後

期高齢者医療特別会計予算でございます。

当初予算額６億６，００８万円を計上い

たしており、対前年度１，５２５万６，

０００円、２．４％増となっております。

　続きまして議案第９号から議案第１３

号までは、平成２２年度の各会計の補正

予算となっております。年度末を控え、

決算を見込みながら、予算執行後の不用

額の整理のほか、一部増額補正を行う等、

予算調整を図っております。各会計の補

正状況は３枚目に平成２２年度摂津市３

月補正予算総括表としてまとめておりま

す。

　先ず、はじめに議案第９号は、平成２

２年度摂津市一般会計補正予算第５号で

ございます。２億７，８１５万円の増額

補正を行い、補正後予算額は３３７億　

５３２万１，０００円といたすものであ

ります。今回の補正の中に、平成２３年

度予算要求がなされており、「安全・安

心な学校づくり交付金」、「きめ細やか

な交付金」、「住民生活に光を注ぐ交付

金」の内示があったもの、事業費で６億

９，１１１万５，０００円は、補正後繰

越し、平成２３年度に執行する予定のも

のが含まれております。

　次の議案第１０号の平成２２年度摂津

市水道事業会計補正予算第３号は、中段

より下に記載しておりますように、収益

的収入では１億３，２８８万１，０００

円の減額補正、収益的支出においても８，

８９６万３，０００円の減額補正、資本

的収入は補正計上はなく、資本的支出で

は５億８，９７８万８，０００円の減額

補正となっております。その結果、収入

合計では１億３，２８８万１，０００円

減額補正、補正後額２８億９，２１３万

４，０００円となります。支出合計でも

６億７，８７５万１，０００円の減額と

なり、補正後額２６億６，５０４万６，

０００円となります。

　次の議案第１１号は、平成２２年度摂

津市国民健康保険特別会計補正予算第５

号で、上から３段目に記載しております。

８，７４１万８，０００円の増額補正を

行い、補正後額１０５億４９３万１，０

００円といたすものであります。

　続きまして、議案第１２号、平成２２

年度摂津市老人保健医療特別会計補正予

算第２号でございます。２，２９４万５，

０００円の増額補正を行い、補正後額３，

０８７万円といたすものであります。

　議案第１３号、平成２２年度摂津市公

共下水道事業特別会計補正予算第４号は、

６，３１９万５，０００円の減額補正を

行い、補正後額５７億５，２７７万９，

０００円といたすものであります。

　議案第１４号は、固定資産評価審査委

員会委員の選定について同意を求める件

であります。現在、委員として就任して

いただいております玉井敬尚氏が、平成

２３年４月２１日に任期が満了いたしま

すので、新たに玉井敬浩氏に就任をお願

いするものであります。

　次に議案第１５号は、市道路線認定の

件であります。千里丘８４号線他９路線

の路線認定であり、総延長７９５．１メー
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トルの認定となっております。

　議案第１６号は、市道路線廃止の件で

ございます。千里丘東７５号線を廃止す

るものです。

　続きまして、議案第１７号は摂津市環

境基金条例制定の件であります。環境に

関する施策の推進に必要な財源を確保す

るため、摂津市環境基金を設置するもの

①であります。基金を充当する事業は　廃

棄物の減量及び再資源化に関する事業、

② ③　地球温暖化の防止に関する事業、　生

④活環境の保全に関する事業、　その他環

境に関する施策を推進するために必要な

事業、としており、摂津市再生資源対策

基金条例を廃止し、その財産をこの基金

に繰り入れるものとします。施行期日は、

公布の日からとします。

　議案第１８号、摂津市民図書館等協議

会条例制定の件は、摂津市民図書館等協

議会を新設するための条例制定でありま

す。市民図書館及び鳥飼図書センターに

指定管理者制度を導入するのに伴い、こ

れまで図書館長の諮問機関として置かれ

ていた摂津市民図書館協議会を廃止し、

「教育委員会の諮問に応ずる」協議会を

新設するものです。協議会は、委員１０

人以内で組織し、学校教育の関係者等の

うちから、教育委員会が委嘱します。委

員の任期は２年とします。施行期日は、

平成２３年４月１日からとします。

　続きまして議案第１９号は摂津市教育

センター条例制定の件でございます。こ

れは、教育研究所の名称及び事業内容を

変更するために条例の制定をお願いいた

すもので、教育研究所の名称を「教育セ

ンター」に変更します。市の機構改革に

伴い、教育研究所の事業内容に、保育関

係職員の研修、子育てに関する相談・指

導等を加えることとします。施行期日は、

平成２３年４月１日からとします。

　議案第２０号の摂津市企業立地等促進

条例制定の件ですが、これは産業の振興

及び経済の活性化を図るため平成１８年

に制定いたしました、摂津市企業誘致条

例を改めるものです。奨励措置の対象と

なる事業は主に製造業とし、小売業等を

除くものとします。奨励措置の対象とな

①る行為、奨励金の交付額は、　事業者が

企業立地等のために新たに取得する固定

資産を有する場合、固定資産税額に相当

②する額の２分の１、　事業者が新たに取

得する太陽光発電設備、障害者の雇用の

促進等に関する法律の認定を受けた特例

子会社の償却資産、従業員の子どもの事

業所内保育施設の償却資産などの場合、

③固定資産税額に相当する額、　事業者が

新たに取得する取得金額の合計額が３，

０００万円以上の償却資産が生じる場合、

固定資産税額に相当する額の２分の１と

し、それぞれ奨励措置の期間は５年間と

します。

　条例施行後、対象事業者に初めて課税

されるのは平成２４年１月１日のため、

関係予算は平成２４年度から計上します。

施行期日は、平成２４年４月１日からと

します。

　議案第２１号、摂津市職員定数条例の

一部を改正する条例制定の件は、市長及

び教育委員会の事務部局の職員の定数を

改めるため改正するものであります。そ

の内容は、市長の事務部局の職員の定数

を５７０人から４５０人に改めます。教

育委員会の事務部局の職員の定数を１７

０人から２００人に改めます。市の機関

全体の職員の定数は、９２９人から８３

９人となり、９０人を削減することにな

ります。施行期日は、平成２３年４月１

日からとします。

　続きまして、議案第２２号は特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償
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に関する条例の一部を改正する条例制定

の件でございます。これは、市史編さん

嘱託員並びに市史編さん委員長及び市史

編さん委員の報酬の額を定めるため改正

に行うものであり、市史編さん嘱託員は

平成２３年４月１日から、市史編さん委

員長及び市史編さん委員は同年７月１日

から委嘱します。施行期日は、平成２３

年４月１日からとしますが、一部は、平

成２３年７月１日から施行いたします。

　議案第２３号は摂津市職員の管理職手

当に関する条例及び一般職の職員の特殊

勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例制定の件でございます。職員の管理

職手当の支給対象者を改定するとともに、

役付職員手当を廃止するため改正を行い

ます。課長代理を新たに管理職とし、月

額４０，０００円の管理職手当を支給す

ることとします。

　特殊勤務手当として、課長代理及びこ

れに相当する職務に従事する職員に月額

２，０００円を、係長及びこれに相当す

る職務に従事する職員並びに主任に月額

１，０００円を支給していた役付職員手

当を廃止します。施行期日は、平成２３

年４月１日からとします。

　続きまして、議案第２４号の摂津市特

別会計条例の一部を改正する条例制定の

件は、摂津市老人保健医療特別会計を廃

止するため改正を行うものであります。

　平成２０年４月に後期高齢者医療制度

がスタートしたのに伴い、老人保健医療

制度が廃止され、老人保健医療特別会計

の設置の義務付けが平成２３年３月３１

日までとされていたことによるものです。

施行期日は、平成２３年４月１日からと

します。

　議案第２５号、摂津市青少年運動広場

条例の一部を改正する条例制定の件です

が、青少年運動広場の開場時間を延長す

るため改正を行うものであります。青少

年運動広場の開場時間は、４月１日から

１０月３１日までの期間は午前８時から

午後９時まで、１１月１日から３月３１

日までの期間は午前８時から午後５時ま

でとしていたのを、年間を通して午前８

時から午後９時までとします。施行期日

は、平成２３年１１月１日からとします。

　議案第２６号、摂津市立市民ルーム条

例の一部を改正する条例制定の件ですが、

これは、正雀市民ルームの使用料を改定

するため改正を行うものであります。去

年オープンしたコミュニティプラザその

他の同等施設の料金との整合を図るため

改定するものです。施行期日は、平成２

３年４月１日からとします。

　最後に議案第２７号、摂津市国民健康

保険条例の一部を改正する条例制定の件

ですが、出産育児一時金に関する特例措

置を恒久化するとともに、保険料の基礎

賦課限度額等を改定するため改正を行う

ものであります。国民健康保険法施行令

及び国民健康保険の国庫負担金等の算定

に関する政令の一部改正する政令による

もので、平成２１年１０月から平成２３

年３月までの間の出産に係る出産育児一

時金に関する特例措置を廃止し、その支

給額を３８０，０００円から４２０，０

００円に恒久化します。

　また、一般被保険者に係る基礎賦課限

度額を４７０，０００円から５００，０

００円に改めると共に、後期高齢者支援

金等賦課限度額を１２０，０００円から

１３０，０００円に改めます。介護納付

金賦課限度額につきましては、９０，０

００円から１００，０００円に改めます。

施行期日は、平成２３年４月１日からと

します。

　以上提出案件の概略説明をさせていた

だきます。
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○南野直司委員長　説明が終わりました。

この際、何か質問がございましたらお受

けいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○南野直司委員長　質問がないようです。

　理事者の皆さんは退席頂いて結構です。

暫時休憩します。

（午前１０時２７分　休憩）

（午前１０時３０分　再開）

○南野直司委員長　議会運営委員会を再

開します。

　それでは、第１回定例会の審議日程及

び議事日程について、事務局から説明を

お願いします。

　池上参事。

○池上事務局参事　第１回定例会の審議

日程等の事務局案についてご説明申し上

げます。

　まず、会期は、２月２２日から３月３

０日までの３７日間でございます。

　審議日程につきましては、本会議初日

の２月２２日は、平成２３年度市政運営

の基本方針と、付託案件についての提案

説明、即決案件の審議でございます。

　また、この日の午後５時１５分が議会

議案の届出締切りでございます。

　２月２５日の正午が代表質問の届出締

切りでございます。

　３月７日の本会議では、付託案件に対

する質疑、委員会付託ののち、８日にか

けての２日間が代表質問でございます。

　１０日が建設及び民生常任委員会、１

１日が総務及び文教常任委員会で１５日

及び１６日が常任委員会の予備日、１７

日が駅前等再開発特別委員会でございま

す。

　２２日の正午が一般質問の届出締切り

でございます。

　２８日が議会運営委員会、３０日は本

会議で、一般質問に続き、休会分の委員

長報告、採決ののち、議会議案の審議と

なっております。

　また、この日の本会議終了後開催いた

だく議会運営委員会は、次の定例会の審

議日程の仮決定をお願いするものでござ

います。

　以上が審議日程案でございます。

　続きまして、２ページからの議事日程

について説明申し上げます。

　まず、２月２２日につきましては、日

程１が会期の決定、日程２が平成２３年

度の市政運営の基本方針でございます。

　日程３は、議案第１４号、固定資産評

価審査委員会委員の選任同意で、先ほど

の協議会での態度表明をもとに、簡易採

決と備考欄に記載いたします。

　日程４は、議案第１号、平成２３年度

摂津市一般会計予算など、付託案件の２

４件で、一括して提案説明を受けていた

だきます。

　なお、質疑は後日となります。

　日程５は議案第１５号、市道路線認定

の件、日程６は議案第１６号、市道路線

廃止の件で、いずれも即決でございます。

　３ページになりますが、３月７日は、

日程１が議案第１号、平成２３年度摂津

市一般会計予算など付託案件２４件で質

疑ののち、所管の委員会付託となります。

　日程２が代表質問でございます。

　８日も代表質問でございます。

　４ページになりますが、最終日、３０

日につきましては、日程１、一般質問の

のち、日程２が、閉会中の継続審査となっ

ております請願第１号を含めた委員会付

託案件の２５件で、委員長報告、採決と

なります。

　以上が議事日程でございます。

　５ページの議案付託表につきましては、

総務、建設、文教、民生の各常任委員会

と議会運営委員会及び駅前等再開発特別
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委員会で審査いただく案件でございます。

　最後、別にとじております所管別分割

表につきましては、議案第１号、平成２

３年度一般会計予算及び議案第９号、平

成２２年度一般会計補正予算（第５号）

について、付託された委員会で審査いた

だく内容でございます。

　以上、事務局案の説明といたします。

○南野直司委員長　ただいま事務局から

説明がありましたとおりで、よろしい

でしょうか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　２月２２日の日程５、

議案第１５号、市道路線認定の件につい

て、今現在まだ道路の形態になっていな

いというふうに聞いております。道路認

定そのもののあり方やこれまでのことに

ついて整理をすべきではないかというこ

とから、委員会付託ができないものか、

お諮りいただきたいです。

○南野直司委員長　暫時休憩します。

（午前１０時３５分　休憩）

（午前１０時３９分　再開）

○南野直司委員長　再開します。山崎委

員から議案第１５号について委員会付託

してはどうかというご意見がございまし

た。各会派から意見を伺いましたが、即

決案件のままという意見が多かったので

そのとおりさせていただきたいと思いま

す。

　山崎委員よろしいでしょうか。

○山崎雅数委員　はい。

○南野直司委員長　それではそのように

決定いたします。

　報告事項がありますので事務局から説

明をお願いいたします。

　池上参事。

○池上事務局参事　２月２２日の市長の

平成２３年度市政運営の基本方針に関す

る説明の時に、例年どおり写真撮影を行

いたいとの申し出があります。また、３

月７日、８日の代表質問時に質問議員の

写真撮影を行いますので、よろしくお願

いいたします。

○南野直司委員長　以上で本委員会を閉

会いたします。

（午前１０時４０分　閉会）

　

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　議会運営委員長　　南　野　直　司

　

　議会運営委員　　　木 村 勝 彦
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